
 
神港経企第 446 号 

令和８年１月 16日 

神 戸 港 港 湾 審 議 会  
                                 
会 長 赤井 伸郎 様 
 

神戸港港湾管理者   神戸市 
 

代表者  神戸市長  久元  喜造 
 
 

港湾環境整備負担金に関する 

負担対象工事の指定について（諮問） 
 
 
  港湾環境整備負担金（以下「負担金」という。）を徴収するため、神戸市港湾 
 
環境整備負担金条例（以下「条例」という。）第２条第１項の規定により負担対 
 
象工事を指定するにあたり、条例第９条の規定に基づき別紙の事項について、 
 
貴会の意見を求めます。 

以上 



工事の種類 工事の名称 工事が実施された場所 金  額 負担割合 工事完了日

須磨地区緑地整備工事 須磨地区 ¥261,487,000 令和6年9月5日

ポートアイランド地区緑地改修
工事

ポートアイランド地区 ¥143,870,100 令和7年3月31日

新港第２突堤周辺緑地整備工
事

新港地区 ¥838,478,559 令和7年3月27日

¥1,243,835,659

（
２

）
条
例
第
２
条
第
１
項
第
２
号

（
港
湾
環
境
整
備
施
設
の
維
持
工
事

）

緑地の清掃、管理業務
及び街路植栽等管理業務

臨港地区内の緑地
    六甲アイランド
    灘浜
    東部臨海部
    ポートアイランド
    ポートアイランド第２期
    中突堤西
    新川運河
    摩耶埠頭
    須磨海岸             等

及び臨港地区内の街路

¥139,311,806 1/2 令和7年3月31日

（
３

）
条
例
第
２
条
第
１
項
第
４
号

（
港
湾
に
お
け
る
漂
流
物
の
除
去

、

そ
の
他
の
清
掃
の
為
の
工
事

）

港内海面清掃工事 神戸港港湾区域 ¥109,443,816 1/2 令和7年3月31日

1

別紙（諮問資料）

１．負担対象工事について

条例第２条に定める負担金の徴収対象に指定する工事は次のとおりとする。

工事の概要

計

（
１

）
条
例
第
２
条
第
１
項
第
１
号

（
港
湾
環
境
整
備
施
設
の
建
設
工
事

）

1/90



工場又は事業場の
敷地面積の合計

（㎡）

神戸港臨港地区及び
設置予定区域 17,137,783

神戸港臨港地区 15,837,316

神戸港臨港地区及び
神戸港港湾区域 16,814,068
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（１）条例第２条第１項第1号
（港湾環境整備施設の建設工事）

（２）条例第２条第１項第２号
（港湾環境整備施設の維持工事）

（３）条例第２条第１項第４号
（港湾における漂流物の除去、
その他の清掃のための工事）

２．工場又は事業場の敷地面積について

負担対象工事に対する負担区域の工場又は事業場の敷地面積の合計は

次のとおりとする。

工事の種類 負担区域



A B C＝A×B E＝C×D F

負担金 １㎡当たり

負担区域内の工場・事業場の敷地面積の合計 徴収額 負担金額

（円） （円） （千円） （円）

9,342,749
0.81

17,137,783
( 0.36 )

9,342,749
4.40

15,837,316
( 4.27 )

10,229,653
3.25

16,814,068
( 3.13 )

8.46

( 7.76 )

諮問原案による負担金徴収額等概要（令和７年度）

3

負担対象工事

D

工事金額 負担割合 負担対象額

負担対象事業者の負担区域内の工場・事業場の
敷地面積の合計（軽減対象緑地を除く）

（㎡）

（2）条例第２条第１項第２号
（港湾環境整備施設の維持工事）

139,311,806 1/2 69,655,903 41,091

（1）条例第２条第１項第１号
（港湾環境整備施設の建設工事）

1,243,835,659   1/90 13,820,396 7,534

81,918

（        ）＝前年度額

（3）条例第２条第１項第４号
（港湾における漂流物の除去、

その他の清掃の為の工事）
109,443,816 1/2 54,721,908 33,293

合  計 1,492,591,281 138,198,207

３


